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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の第１の導電層と、
　前記第１の導電層を覆って設けられた第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の、チャネル形成領域を有する酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層と接する領域を有する第２の導電層と、
　前記酸化物半導体層と接する領域を有する第３の導電層と、
　前記酸化物半導体層上、前記第２の導電層上、及び前記第３の導電層上の第２の絶縁層
と、
　前記第２の絶縁層上の、前記チャネル形成領域と重なる領域を有する第４の導電層と、
を有し、
　前記第１の導電層は、前記チャネル形成領域と重なる領域を有し、
　前記第４の導電層は、前記第２の導電層と重なる領域と、前記第３の導電層と重なる領
域と、を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含み、
　前記酸化物半導体層は、第１の領域と、前記第１の領域上の第２の領域と、を有し、
　前記第２の領域は、前記酸化物半導体層表面の垂直方向に沿うようにｃ軸配向した結晶
を含み、
　前記第１の領域の結晶性は、前記第２の領域の結晶性よりも低いことを特徴とする半導
体装置。
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【請求項２】
　基板上の第１の導電層と、
　前記第１の導電層を覆う第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の、チャネル形成領域を有する酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層と接する領域を有する第２の導電層と、
　前記酸化物半導体層と接する領域を有する第３の導電層と、
　前記酸化物半導体層上、前記第２の導電層上、及び前記第３の導電層上の第２の絶縁層
と、
　前記第２の絶縁層上の、前記チャネル形成領域と重なる領域を有する第４の導電層と、
を有し、
　前記第４の導電層は、前記第２の導電層と重なる領域と、前記第３の導電層と重なる領
域と、を有し、
　前記第１の導電層は、前記チャネル形成領域と重なる領域と、前記第２の導電層と重な
る領域と、前記第３の導電層と重なる領域と、を有し、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含み、
　前記酸化物半導体層は、第１の領域と、前記第１の領域上の第２の領域と、を有し、
　前記第２の領域は、前記酸化物半導体層表面の垂直方向に沿うようにｃ軸配向した結晶
を含み、
　前記第１の領域の結晶性は、前記第２の領域の結晶性よりも低いことを特徴とする半導
体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第４の導電層は、ゲート電極として機能することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
開示する発明の技術分野は、半導体装置およびその作製方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
金属酸化物は多様に存在し、さまざまな用途に用いられている。例えば、酸化インジウム
はよく知られた材料であり、液晶ディスプレイなどで必要とされる透明電極材料として用
いられている。
【０００３】
金属酸化物の中には半導体特性を示すものがある。半導体特性を示す金属酸化物としては
、例えば、酸化タングステン、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛などがあり、このよう
な金属酸化物をチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタが既に知られている（例えば
、特許文献１乃至特許文献４、非特許文献１等参照）。
【０００４】
ところで、金属酸化物には、一元系酸化物のみでなく多元系酸化物も知られている。例え
ば、ホモロガス相を有するＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ：自然数）は、Ｉｎ、Ｇａおよ
びＺｎを有する多元系酸化物半導体として知られている（例えば、非特許文献２乃至非特
許文献４等参照）。
【０００５】
そして、上記のようなＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物で構成される酸化物半導体も、薄膜トラ
ンジスタのチャネル形成領域に適用可能であることが確認されている（例えば、特許文献
５、非特許文献５および非特許文献６等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６０－１９８８６１号公報
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【特許文献２】特開平８－２６４７９４号公報
【特許文献３】特表平１１－５０５３７７号公報
【特許文献４】特開２０００－１５０９００号公報
【特許文献５】特開２００４－１０３９５７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｍ．　Ｗ．　Ｐｒｉｎｓ，　Ｋ．　Ｏ．　Ｇｒｏｓｓｅ－Ｈｏｌｚ，　
Ｇ．　Ｍｕｌｌｅｒ，　Ｊ．　Ｆ．　Ｍ．　Ｃｉｌｌｅｓｓｅｎ，　Ｊ．　Ｂ．　Ｇｉｅ
ｓｂｅｒｓ，　Ｒ．　Ｐ．　Ｗｅｅｎｉｎｇ，　ａｎｄ　Ｒ．　Ｍ．　Ｗｏｌｆ、「Ａ　
ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ　ｔｒａｎ
ｓｉｓｔｏｒ」、　Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙｓ．　Ｌｅｔｔ．、１７　Ｊｕｎｅ　１９９６、
　Ｖｏｌ．６８　ｐ．３６５０－３６５２
【非特許文献２】Ｍ．　Ｎａｋａｍｕｒａ，　Ｎ．　Ｋｉｍｉｚｕｋａ，　ａｎｄ　Ｔ．
　Ｍｏｈｒｉ、「Ｔｈｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｉｎ２Ｏ３
－Ｇａ２ＺｎＯ４－ＺｎＯ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｔ　１３５０℃」、Ｊ．　Ｓｏｌｉｄ　Ｓ
ｔａｔｅ　Ｃｈｅｍ．、１９９１、Ｖｏｌ．９３，　ｐ．２９８－３１５
【非特許文献３】Ｎ．　Ｋｉｍｉｚｕｋａ，　Ｍ．　Ｉｓｏｂｅ，　ａｎｄ　Ｍ．　Ｎａ
ｋａｍｕｒａ、「Ｓｙｎｔｈｅｓｅｓ　ａｎｄ　Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄａｔ
ａ　ｏｆ　Ｈｏｍｏｌｏｇｏｕｓ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，　Ｉｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ
＝３，４，　ａｎｄ　５），　ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）３，　ａｎｄ　Ｇａ２Ｏ３（Ｚｎ
Ｏ）ｍ（ｍ＝７，８，９，　ａｎｄ　１６）　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＧａ２Ｏ
４－ＺｎＯ　Ｓｙｓｔｅｍ」、　Ｊ．　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｃｈｅｍ．、１９９５
、Ｖｏｌ．１１６，　ｐ．１７０－１７８
【非特許文献４】中村真佐樹、君塚昇、毛利尚彦、磯部光正、「ホモロガス相、ＩｎＦｅ
Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ：自然数）とその同型化合物の合成および結晶構造」、固体物理、
１９９３年、Ｖｏｌ．２８、Ｎｏ．５、ｐ．３１７－３２７
【非特許文献５】Ｋ．　Ｎｏｍｕｒａ，　Ｈ．　Ｏｈｔａ，　Ｋ．　Ｕｅｄａ，　Ｔ．　
Ｋａｍｉｙａ，　Ｍ．　Ｈｉｒａｎｏ，　ａｎｄ　Ｈ．　Ｈｏｓｏｎｏ、「Ｔｈｉｎ－ｆ
ｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ　ｆａｂｒｉｃａｔｅｄ　ｉｎ　ｓｉｎｇｌｅ－ｃｒｙｓ
ｔａｌｌｉｎｅ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ」
、ＳＣＩＥＮＣＥ、２００３、Ｖｏｌ．３００、ｐ．１２６９－１２７２
【非特許文献６】Ｋ．　Ｎｏｍｕｒａ，　Ｈ．　Ｏｈｔａ，　Ａ．　Ｔａｋａｇｉ，　Ｔ
．　Ｋａｍｉｙａ，　Ｍ．　Ｈｉｒａｎｏ，　ａｎｄ　Ｈ．　Ｈｏｓｏｎｏ、「Ｒｏｏｍ
－ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　
ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｔｈｉｎ－ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ　ｕｓｉｎｇ　ａｍｏ
ｒｐｈｏｕｓ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ」、ＮＡＴＵＲＥ、２００４
、Ｖｏｌ．４３２　ｐ．４８８－４９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、上述のような酸化物半導体を用いる場合には、半導体装置として十分な特
性が得られていないというのが実情であった。
【０００９】
上述に鑑み、開示する発明の一態様では、新たな半導体材料を用いた新たな構造の半導体
装置を提供することを目的の一とする。または、新たな半導体材料を用いた新たな構造の
大電力向け半導体装置を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
開示する発明の一態様は、表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層を用い、二つの導電
層を用いて電流を制御する、新たな構造の半導体装置である。
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【００１１】
または、表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層を用いて耐圧（例えばドレイン耐圧）
を向上させた新たな構造の半導体装置である。
【００１２】
また、開示する発明の一態様は、上述の半導体装置の作製方法である。
【００１３】
例えば、発明の一態様は、基板上の、第１の導電層と、第１の導電層を覆う、第１の絶縁
層と、第１の絶縁層上の、第１の導電層の一部と重畳し表層部に結晶領域を有する酸化物
半導体層と、酸化物半導体層に接する第２の導電層および第３の導電層と、酸化物半導体
層、第２の導電層、および第３の導電層を覆う絶縁層と、絶縁層上の、酸化物半導体層の
一部と重畳する第４の導電層と、を有する半導体装置である。
【００１４】
上記において、酸化物半導体層の結晶領域以外の領域は非晶質とすることが好適である。
また、酸化物半導体層の結晶領域は、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７の結晶を含んでいることが望
ましい。また、酸化物半導体層は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体材料を含んで
いることが望ましい。
【００１５】
また、上記において、第２の導電層はソース電極またはドレイン電極の一方として、第３
の導電層はソース電極またはドレイン電極の他方として、第４の導電層はゲート電極とし
て、それぞれ機能させることが可能である。また、第１の導電層は、酸化物半導体層中の
電界を制御する機能を有するのが好適である。また、第２の導電層または第３の導電層と
、酸化物半導体層とは、酸化物半導体層の上面または下面において電気的に接続するのが
好適である。
【００１６】
また、発明の一態様は、基板上に、第１の導電層を形成し、第１の導電層を覆うように、
第１の絶縁層を形成し、第１の絶縁層上に、第１の導電層の一部と重畳する酸化物半導体
層を形成し、酸化物半導体層を熱処理することによって、酸化物半導体層の上方の表層部
に結晶領域を形成し、酸化物半導体層に接する第２の導電層および第３の導電層を形成し
、酸化物半導体層、第２の導電層、および第３の導電層を覆う絶縁層を形成し、絶縁層上
に、酸化物半導体層の一部と重畳する第４の導電層を形成する、半導体装置の作製方法で
ある。
【００１７】
上記において、結晶領域の形成は、酸化物半導体層の温度が５００℃以上となるように熱
処理することにより行うことが望ましい。また、酸化物半導体層の形成は、Ｉｎ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系のターゲットを用いたスパッタリング法により行うことが望ましい。
【００１８】
なお、本明細書等において、「上」の表現は、直上であることを限定するものではない。
例えば、「基板上」と表現する場合には、基板表面から見て上部にあることを意味する。
つまり、「上」の表現は、他の構成要素を間に有する構造を含む趣旨で用いる。
【発明の効果】
【００１９】
開示する発明の一態様に係る半導体装置では、いわゆるゲート電極として機能する導電層
とは別に、酸化物半導体層の下部に導電層を有する構成を採用している。
【００２０】
このような構成を採用することで、外部の電界を遮蔽し、半導体装置における外部電界の
影響を緩和することができる。これにより、酸化物半導体層の基板側に電荷が蓄積される
ことに起因する寄生チャネルの発生や、しきい値電圧の変動を防ぐことができる。
【００２１】
また、表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層を用いることで、半導体装置の動作特性
を高めることができる。



(5) JP 5697396 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

【００２２】
このように、開示する発明の一態様によれば、酸化物半導体層の表層部の結晶領域によっ
て半導体装置の動作特性を高めつつ、導電層の作用により安定した回路動作が実現される
。また、酸化物半導体層は生産性が高いため、特性の良い半導体装置を低コストに提供す
ることができる。
【００２３】
また、開示する発明の一態様により、上述の半導体装置の好適な作製方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】半導体装置の構成を説明する断面図および平面図である。
【図２】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図３】半導体装置の構成を説明する断面図および平面図である。
【図４】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図５】半導体装置の構成を説明する断面図および平面図である。
【図６】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図７】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図８】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図９】ＤＣ－ＤＣコンバータの構成の一例を示す図である。
【図１０】ＤＣ－ＤＣコンバータを構成する回路の出力波形の一例を示す図である。
【図１１】インバータを備えた太陽光発電システムの一例を示す図である。
【図１２】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１３】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１４】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１５】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１６】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１７】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１８】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【図１９】半導体装置の作製方法について説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
以下、実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。ただし、発明は以下に示す実
施の形態の記載内容に限定されず、本明細書等において開示する発明の趣旨から逸脱する
ことなく形態および詳細を様々に変更し得ることは当業者にとって自明である。また、異
なる実施の形態に係る構成は、適宜組み合わせて実施することが可能である。なお、以下
に説明する発明の構成において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号
を用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００２６】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体装置およびその作製方法の一例について、図１および図２を参
照して説明する。なお、以下では、半導体装置としてパワーＭＯＳ（ＭＩＳ）ＦＥＴを例
に挙げて説明する。
【００２７】
＜半導体装置の概略＞
図１には、半導体装置の構成の一例を示す。図１（Ａ）は断面図、図１（Ｂ）は平面図に
相当する。また、図１（Ａ）は、図１（Ｂ）のＡ－Ｂ線における断面に対応している。な
お、平面図においては、理解の容易のために一部の構成要素を省略している。
【００２８】
図１に示す半導体装置は、基板１００、ソース電極またはドレイン電極の一方として機能
する導電層１０２、酸化物半導体層１０４、酸化物半導体層１０４中の結晶領域１０６、
ソース電極またはドレイン電極の他方として機能する導電層１０８、ゲート絶縁層として
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機能する絶縁層１１０、導電層１０８と電気的に接続される導電層１１２、導電層１０２
と電気的に接続される導電層１１４、ゲート電極として機能する導電層１１６、などを含
む。
【００２９】
ここで、酸化物半導体層１０４は、半導体としては比較的エネルギーギャップの大きい酸
化物半導体材料を含む半導体層である。半導体装置にエネルギーギャップの大きい酸化物
半導体材料を用いることで、半導体装置の耐圧（例えば、ドレイン耐圧）が向上する。
【００３０】
結晶領域１０６は、酸化物半導体層１０４の表層部（上層）に相当し、酸化物半導体層１
０４の一部が結晶化した領域である。当該結晶領域１０６を有することで、半導体装置の
耐圧（例えば、ドレイン耐圧）をさらに向上させることができる。なお、酸化物半導体層
１０４の結晶領域１０６以外の領域は、非晶質の領域であることが望ましいが、非晶質中
に結晶粒を含む領域であっても良いし、微結晶の領域であっても良い。
【００３１】
平面図において、ソース電極またはドレイン電極の他方として機能する導電層１０８や導
電層１０８と電気的に接続される導電層１１２の周囲に、ゲート電極として機能する導電
層１１６が配置され、さらにその周囲には、ソース電極またはドレイン電極の一方として
機能する導電層１０２や、導電層１０２と電気的に接続される導電層１１４が配置される
（図１（Ｂ）参照）。
【００３２】
つまり、ソース電極またはドレイン電極の一方として機能する導電層１０２と、ソース電
極またはドレイン電極の他方として機能する導電層１０８とは、重畳しない。ここで、「
重畳しない」とは、平面図において互いに重なる領域を有しないことを言う。本明細書の
他の記載においても同様とする。
【００３３】
また、ゲート電極として機能する導電層１１６は、導電層１０２および導電層１０８と重
畳しない領域を含む領域に設けられる。つまり、導電層１１６の少なくとも一部は、導電
層１０２および導電層１０８とは重畳しない。一方、導電層１１６の他の一部は、導電層
１０２および導電層１０８と重畳していても良い。
【００３４】
なお、図１では、導電層１０８および導電層１１２を中央に配置し、その周囲に導電層１
１６、導電層１０２、および、導電層１１４を配置する構成としているが、半導体装置の
レイアウトはこれに限定されない。各構成要素の配置は、半導体装置の機能を害さない範
囲において適宜変更することができる。
【００３５】
導電層１０８と電気的に接続される導電層１１２は、外部配線等との電気的接続を実現す
るための端子として機能するが、導電層１０８と外部配線等とを直接接続することが可能
であれば、導電層１１２は形成しなくとも良い。導電層１１４についても同様である。な
お、図１においては、導電層１１２と電気的に接続される外部配線等は示していない。
【００３６】
以下、図１（Ａ）および図１（Ｂ）を参照して、本実施の形態に係る半導体装置の構成の
詳細について説明する。
【００３７】
＜基板＞
基板１００としては、絶縁基板、半導体基板、金属基板などが採用される。また、これら
の表面を絶縁材料などで被覆した基板を採用することもできる。なお、基板１００は酸化
物半導体層の加熱に耐えうる程度の耐熱性を有することが望ましい。
【００３８】
絶縁基板には、ガラス基板や石英基板などがある。また、ポリイミド、ポリアミド、ポリ
ビニルフェノール、ベンゾシクロブテン、アクリル、エポキシなどの有機材料を含む絶縁
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基板を採用することもできる。有機材料を含む絶縁基板を採用する場合にはプロセス中の
最高温度に耐えうる絶縁基板を選択することが求められる。
【００３９】
半導体基板の代表例は、シリコン基板（シリコンウェハ）である。シリコン基板のグレー
ドには複数あるが、表面がある程度平坦なものであれば、廉価なものを用いても良い。例
えば、純度６Ｎ（９９．９９９９％）～７Ｎ（９９．９９９９９％）程度のシリコン基板
を適用することもできる。
【００４０】
金属基板は、アルミニウム基板や銅基板が代表的である。これらの金属基板を用いる場合
には、絶縁性を確保するために、表面に絶縁層を形成しても良い。金属基板は熱伝導性が
高いため、発熱量の大きいパワーＭＯＳＦＥＴなどの大電力用半導体装置の基板として好
適である。
【００４１】
＜酸化物半導体層＞
酸化物半導体層１０４を構成する半導体材料の一例としては、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（
ｍ＞０）で表記されるものがある。ここで、Ｍは、ガリウム（Ｇａ）、鉄（Ｆｅ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、コバルト（Ｃｏ）などから選ばれた一の金属元素また
は複数の金属元素を示す。例えば、ＭとしてＧａが選択される場合には、Ｇａのみの場合
の他に、ＧａとＮｉや、ＧａとＦｅなど、Ｇａ以外の上記金属元素が選択される場合も含
む。また、上記酸化物半導体において、Ｍとして含まれる金属元素の他に、不純物元素と
してＦｅ、Ｎｉその他の遷移金属元素、または該遷移金属の酸化物が含まれているものが
ある。本明細書等においては、上記酸化物半導体のうち、Ｍとして少なくともガリウムを
含むものをＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体と呼ぶこととする。
【００４２】
上記Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体材料は、無電界時の抵抗が十分に高く、オフ
電流を十分に小さくすることができ、また、エネルギーギャップが大きい（ワイドギャッ
プである）ため、パワーＭＯＳＦＥＴなどの大電力用半導体装置には好適である。
【００４３】
なお、酸化物半導体層１０４を構成する半導体材料の別の例としては、例えば、Ｉｎ－Ｓ
ｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ
－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－
Ｏ系、Ｉｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｏ系、Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体材料などがある。
【００４４】
酸化物半導体層１０４（結晶領域１０６を除く）は、非晶質構造であることが望ましいが
、非晶質構造中に結晶粒を含む構造や、微結晶構造などであっても良い。また、その厚さ
は、目的とする耐圧などの特性に応じて適宜設定することができる。具体的には、例えば
、１００ｎｍ乃至１０μｍ程度とすることができる。
【００４５】
結晶領域１０６は、大きさが２０ｎｍ以下の微結晶（単に結晶粒と呼んでも良い）が配列
した構造を有するのが好適である。例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の酸化物半導体材料
を用いて酸化物半導体層１０４を形成する場合には、結晶領域１０６は、Ｉｎ２Ｇａ２Ｚ
ｎＯ７の微結晶が所定の方向に配列した領域とする。中でも、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７のｃ
軸が基板平面（または、酸化物半導体層表面）に対して垂直な方向となるように微結晶を
配列させる場合には、半導体装置の耐圧を大きく向上させることができるため好適である
。これは、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７の誘電率の異方性に起因するものと考察される。ｃ軸方
向と比較して、ｂ軸方向（またはａ軸方向）では、耐圧を高めることができるのである。
なお、微結晶の大きさは一例に過ぎず、発明が上記数値範囲に限定して解釈されるもので
はない。
【００４６】
なお、上記半導体装置において、結晶領域１０６は必須の構成要素ではない。酸化物半導
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体材料を用いることで十分な耐圧を確保できる場合には、結晶領域１０６を設けなくとも
良い。
【００４７】
＜絶縁層＞
ゲート絶縁層として機能する絶縁層１１０を構成する絶縁材料は、酸化シリコン、窒化シ
リコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化タンタルなどか
ら選択することが可能である。また、これらの材料の複合材料を採用しても良い。絶縁層
１１０は、これらの絶縁材料を用いた層の単層構造としても良いし、積層構造としても良
い。なお、一般にＭＯＳＦＥＴとは、金属－酸化物－半導体による電界効果型トランジス
タを言うが、開示する発明の半導体装置に用いる絶縁層を、酸化物に限定する必要はない
。
【００４８】
なお、本明細書等において、酸化窒化物とは、その組成において、窒素よりも酸素の含有
量（原子数）が多いものを示し、例えば、酸化窒化シリコンとは、酸素が５０原子％以上
７０原子％以下、窒素が０．５原子％以上１５原子％以下、シリコンが２５原子％以上３
５原子％以下、水素が０．１原子％以上１０原子％以下の範囲で含まれるものをいう。ま
た、窒化酸化物とは、その組成において、酸素よりも窒素の含有量（原子数）が多いもの
を示し、例えば、窒化酸化シリコンとは、酸素が５原子％以上３０原子％以下、窒素が２
０原子％以上５５原子％以下、シリコンが２５原子％以上３５原子％以下、水素が１０原
子％以上２５原子％以下の範囲で含まれるものをいう。但し、上記範囲は、ラザフォード
後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｏｍｅｔｒｙ）や、水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　
ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用いて測定した場合のものである
。また、構成元素の含有比率の合計は１００原子％を超えない。
【００４９】
＜導電層＞
導電層１０２は、例えば、ドレイン電極として機能し、導電層１０８は、ソース電極とし
て機能し、導電層１１６は、ゲート電極として機能する。導電層１１２および導電層１１
４は、外部配線等との電気的接続を実現するための端子として機能するが、これらは必須
の構成要素ではない。
【００５０】
上記の導電層を構成する導電材料は、アルミニウム、銅、モリブデン、チタン、クロム、
タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウムなどの金属材料、またはこれらの金属
材料を主成分とする合金材料、またはこれらの金属材料を成分とする窒化物などから選択
することができる。他にも、酸化インジウム、酸化インジウム酸化スズ合金、酸化インジ
ウム酸化亜鉛合金、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸窒化亜鉛アルミニウム、酸化亜
鉛ガリウムなどの透光性を有する酸化物導電材料などを採用することが可能である。導電
層は、これらの導電材料を用いた層の単層構造としても良いし、積層構造としても良い。
【００５１】
ソース電極として機能する導電層１０８は、酸化物半導体層１０４と、その上面で接して
おり、ドレイン電極として機能する導電層１０２は、酸化物半導体層１０４と、その下面
で接している。また、ゲート電極として機能する導電層１１６は、絶縁層１１０上に設け
られており、酸化物半導体層１０４中に電界を生じさせる。
【００５２】
なお、ソースおよびドレインの区別は便宜的なものに過ぎず、半導体装置を構成する各構
成要素の機能が上記称呼に限定して解釈されるものではない。ソースおよびドレインの機
能は、半導体装置の動作に従って入れ替わることがあるためである。
【００５３】
以下、本実施の形態に係る半導体装置の動作について簡単に説明する。
【００５４】
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＜半導体装置の動作＞
電子をキャリアとするｎ型半導体装置の場合、通常動作時には、ソース電極として機能す
る導電層１０８が負のバイアスに印加され、ドレイン電極として機能する導電層１０２が
正のバイアスに印加される。
【００５５】
ソース電極として機能する導電層１０８と、ドレイン電極として機能する導電層１０２と
の間には、十分な厚さの酸化物半導体層１０４が介在している。また、酸化物半導体層１
０４は、ワイドギャップかつ無電界時の抵抗が十分に高い酸化物半導体材料で構成されて
いる。このため、導電層１０８が負のバイアスに印加され、導電層１０２が正のバイアス
に印加された状態において、ゲート電極として機能する導電層１１６にバイアスを印加し
ない場合、または、負のバイアスを印加する場合には、ごく僅かな電流しか流れない。
【００５６】
ゲート電極として機能する導電層１１６に正バイアスを印加すると、酸化物半導体層１０
４の、導電層１１６と重なる領域の絶縁層１１０との界面付近に負の電荷（電子）が誘起
されてチャネルが形成される。これにより、ソース電極として機能する導電層１０８とド
レイン電極として機能する導電層１０２との間に電流が流れる。
【００５７】
開示する発明の一態様では、半導体材料として酸化物半導体を用いているため、半導体装
置の耐圧（ドレイン耐圧等）を向上させることができる。これは、酸化物半導体のエネル
ギーギャップが、一般的な半導体材料のエネルギーギャップと比較して大きいことによる
。
【００５８】
また、微結晶が所定の方向に配列した結晶領域１０６を有することにより、さらに半導体
装置の耐圧を高めることができる。例えば、酸化物半導体層１０４にＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－
Ｏ系の酸化物半導体材料を用いる場合、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７のｃ軸が基板平面（または
、酸化物半導体層表面）に対して垂直な方向となるように微結晶を配列させることにより
、半導体装置における電流の方向がＩｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７のｂ軸方向（またはａ軸方向）
となり、半導体装置の耐圧を高めることができる。なお、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７の結晶は
、ａ軸（ａ－ａｘｉｓ）およびｂ軸（ｂ－ａｘｉｓ）に平行なレイヤーの積層構造を含む
ように構成される。つまり、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７のｃ軸とは、Ｉｎ２Ｇａ２ＺｎＯ７の
結晶を構成するレイヤーに垂直な方向をいう。
【００５９】
＜半導体装置の作製工程＞
図１に示した半導体装置の作製工程について、図２を用いて説明する。
【００６０】
まず、基板１００上に導電層１０２を形成する（図２（Ａ）参照）。基板１００の詳細に
関しては、上記＜基板＞の項を参酌できる。
【００６１】
導電層１０２は、上記＜導電層＞の項で示した導電材料を含む導電層を、スパッタリング
法や真空蒸着法などの方法で基板１００上に成膜した後、フォトリソグラフィ法によるレ
ジストマスクを用いたエッチング処理によって不要な部分を除去することで形成される。
エッチング処理は、ウェット処理としても良いし、ドライ処理としても良い。なお、導電
層１０２上に形成される各構成要素の被覆性を向上させるため、当該エッチング処理は、
導電層１０２の側面と、導電層１０２の底面とのなす角が、鋭角となるように行うことが
望ましい。
【００６２】
導電層１０２を、低抵抗導電材料であるアルミニウムや銅などでなる層と、高融点導電材
料であるモリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジム、スカンジウ
ムなどでなる層の積層構造とする場合には、導電性と耐熱性とを両立させることができる
ため好適である。例えば、アルミニウムとモリブデンの二層構造、銅とモリブデンの二層
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構造、銅と窒化チタンの二層構造、銅と窒化タンタルの二層構造などを適用することがで
きる。また、窒化チタンとモリブデンの二層構造としてもよい。また、アルミニウム、ア
ルミニウムとシリコンの合金、アルミニウムとチタンの合金、アルミニウムとネオジムの
合金などを、タングステン、窒化タングステン、窒化チタン、チタンなどで挟んだ構造の
三層構造を適用することもできる。
【００６３】
次に、導電層１０２を覆うように、結晶領域１０６を含む酸化物半導体層１０４を形成す
る（図２（Ｂ）参照）。なお、結晶領域１０６を有しない酸化物半導体層１０４を形成し
ても良い。
【００６４】
酸化物半導体層１０４は、上記＜酸化物半導体層＞の項で示した酸化物半導体材料を用い
て形成される。また、酸化物半導体層１０４は、アルゴンをはじめとする希ガス雰囲気下
、酸素雰囲気下、希ガスと酸素の混合雰囲気下におけるスパッタリング法などにより成膜
することができる。スパッタリング法において、ＳｉＯ２を２重量％以上１０重量％以下
含むターゲットを用いることにより、酸化物半導体層１０４中にＳｉＯｘ（Ｘ＞０）を含
ませて酸化物半導体層１０４の結晶化を抑制することができる。当該方法は、非晶質構造
の酸化物半導体層１０４を得る場合に有効である。
【００６５】
例えば、Ｉｎ、Ｇａ、およびＺｎを含む酸化物半導体成膜用ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝１：１：０．５［ａｔｏｍ％］、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［ａｔｏｍ％］、Ｉ
ｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：２［ａｔｏｍ％］の組成比を有するターゲットなど）を用い、
基板とターゲットとの間の距離を１００ｍｍ、圧力を０．６Ｐａ、直流電力を０．５ｋＷ
、雰囲気を酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気とすることで、酸化物半導体層１０４と
して、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系の非晶質酸化物半導体層を得ることができる。なお、電源
としてパルス直流電源を用いる場合には、成膜時に発生する粉状物質（パーティクル、ゴ
ミともいう）を低減することが可能であり、また、膜厚分布を均一化することができるた
め好適である。
【００６６】
酸化物半導体層１０４の厚さは、上記＜酸化物半導体層＞の項で説明したように、目的と
する耐圧などの特性に応じて適宜設定することができる。例えば、１００ｎｍ乃至１０μ
ｍ程度とすればよい。
【００６７】
結晶領域１０６は、酸化物半導体層１０４を形成した後の熱処理によって形成される。な
お、当該熱処理によって、酸化物半導体層１０４中のＨ２、Ｈ、ＯＨなどが脱離するため
、当該熱処理を脱水化処理または脱水素化処理と呼んでも良い。
【００６８】
上記熱処理には、高温の不活性ガス（窒素や希ガスなど）を用いたＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　
Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）処理を適用することができる。ここで、熱処理の
温度は５００℃以上とすることが好適である。熱処理温度の上限は特に限定しないが、基
板１００の耐熱性の範囲内とする必要がある。また、熱処理の時間は、１分以上１０分以
下とすることが好適である。例えば、６５０℃で３分～６分程度のＲＴＡ処理を行うと良
い。上述のようなＲＴＡ処理を適用することで、短時間に熱処理を行うことができるため
、基板１００に対する熱の影響を小さくすることができる。つまり、熱処理を長時間行う
場合と比較して、熱処理温度の上限を引き上げることが可能である。なお、当該熱処理は
、上記のタイミングで行うことに限定されず、他の工程の前後などにおいて行うこともで
きる。また、当該熱処理は、一回に限らず、複数回行っても良い。
【００６９】
また、上記熱処理において、処理雰囲気中には、水素（水を含む）などが含まれないこと
が望ましい。例えば、熱処理装置に導入する不活性ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９
％、即ち不純物濃度が１ｐｐｍ以下）以上、好ましくは、７Ｎ（９９．９９９９９％、即
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ち不純物濃度が０．１ｐｐｍ以下）以上とする。
【００７０】
上記熱処理によって、酸化物半導体層１０４の表層部は結晶化し、微結晶が配列された構
成の結晶領域１０６が形成される。酸化物半導体層１０４のその他の領域は、非晶質構造
、非晶質と微結晶が混合した構造、または微結晶構造のいずれかとなる。なお、結晶領域
１０６は酸化物半導体層１０４の一部であり、酸化物半導体層１０４には、結晶領域１０
６が含まれる。ここで、結晶領域１０６の厚さは２０ｎｍ以下とするのが好適である。結
晶領域が厚くなると、半導体装置の特性が、結晶領域１０６のみに依存することになるた
めである。
【００７１】
なお、上記熱処理の後には、酸化物半導体層１０４中に水素（水を含む）を混入させない
ことが重要である。このためには、少なくとも、熱処理およびその後の降温過程において
、大気暴露しないことが必要になる。これは、例えば、熱処理およびその後の降温過程を
同一雰囲気において行うことで実現される。もちろん、降温過程の雰囲気を熱処理雰囲気
と異ならせてもよい。この場合、降温過程の雰囲気を、例えば、酸素ガス、Ｎ２Ｏガス、
超乾燥エア（露点が－４０℃以下、好ましくは－６０℃以下）などの雰囲気とすることが
できる。
【００７２】
次に、酸化物半導体層１０４上の、導電層１０２と重畳しない領域に、導電層１０８を形
成する（図２（Ｃ）参照）。
【００７３】
導電層１０８は、導電層１０２と同様に形成することができる。すなわち、導電層１０８
は、スパッタリング法や真空蒸着法などの方法で導電層を成膜した後、レジストマスクを
用いたエッチング処理によって不要な部分を除去することで形成される。エッチング処理
は、ウェット処理としても良いし、ドライ処理としても良いが、酸化物半導体層１０４の
表層部に結晶領域１０６を形成した場合には、当該結晶領域１０６がエッチング処理によ
って除去されないようにする必要がある。
【００７４】
例えば、導電層１０８にチタンなどの導電材料を用いる場合には、過酸化水素水や加熱塩
酸をエッチャントに用いたウェットエッチング処理を適用すると良い。このように、導電
層１０８を構成する導電材料と、酸化物半導体材料とのエッチング選択比が十分に高い条
件でエッチング処理を行うことで、表層部の結晶領域１０６を残存させることが可能であ
る。
【００７５】
次に、酸化物半導体層１０４および導電層１０８を覆うように、絶縁層１１０を形成する
（図２（Ｄ）参照）。
【００７６】
絶縁層１１０は、上記＜絶縁層＞の項で示した絶縁材料などを用いて形成することができ
る。成膜方法としては、ＣＶＤ法（プラズマＣＶＤ法を含む）、スパッタリング法などが
ある。なお、絶縁層１１０の厚さは、半導体装置の特性に応じて適宜設定することができ
るが、１０ｎｍ以上１μｍ以下とするのが好適である。
【００７７】
その後、絶縁層１１０等を選択的に除去して、導電層１０２および導電層１０８に達する
開口を形成した後に、導電層１０８と電気的に接続する導電層１１２、導電層１０２と電
気的に接続する導電層１１４、および、導電層１１６を形成する（図２（Ｅ）参照）。
【００７８】
絶縁層１１０等の除去は、レジストマスクを用いたエッチング処理によって行うことがで
きる。エッチング処理は、ウェット処理としても良いし、ドライ処理としても良い。
【００７９】
導電層１１２、導電層１１４、および、導電層１１６は、他の導電層などと同様に形成す
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ることができる。すなわち、導電層１１２、導電層１１４、および、導電層１１６は、ス
パッタリング法や真空蒸着法などの方法で導電層を成膜した後、レジストマスクを用いた
エッチング処理によって不要な部分を除去することで形成される。エッチング処理は、ウ
ェット処理としても良いし、ドライ処理としても良い。
【００８０】
以上により、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと呼ばれる半導体装置を作製することができる
。本実施の形態で示したように、半導体層に酸化物半導体材料を用いることで、半導体装
置の耐圧向上などが実現される。特に、結晶領域を有する酸化物半導体層を用いることで
、半導体装置の耐圧を一層向上させることができる。また、酸化物半導体層は、スパッタ
リング法などの生産性の高い方法を用いて成膜されるため、半導体装置の生産性を高め、
製造コストを抑制することができる。
【００８１】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることが
できる。
【００８２】
（実施の形態２）
本実施の形態では、半導体装置およびその作製方法の別の一例について、図３および図４
を参照して説明する。なお、本実施の形態において説明する半導体装置は、多くの点で先
の実施の形態に係る半導体装置と共通している。このため、共通する部分については省略
し、主として相違点について説明する。
【００８３】
＜半導体装置の概略＞
図３には、半導体装置の構成の別の一例を示す。図３（Ａ）は断面図、図３（Ｂ）は平面
図に相当する。また、図３（Ａ）は、図３（Ｂ）のＡ－Ｂ線における断面に対応している
。
【００８４】
図３に示す半導体装置の構成要素は、図１に示す半導体装置と同様である。つまり、基板
１００、ソース電極またはドレイン電極の一方として機能する導電層１０２、酸化物半導
体層１０４、酸化物半導体層１０４中の結晶領域１０６、ソース電極またはドレイン電極
の他方として機能する導電層１０８、ゲート絶縁層として機能する絶縁層１１０、導電層
１０８と電気的に接続される導電層１１２、導電層１０２と電気的に接続される導電層１
１４、ゲート電極として機能する導電層１１６、などを含む。
【００８５】
図１に示す半導体装置との相違点は、酸化物半導体層１０４がパターニングされている点
である。当該構成を採用する場合であっても、図１に示す半導体装置と同様に動作し、同
様の効果を得ることができる。
【００８６】
＜半導体装置の作製工程＞
半導体装置の作製工程も、基本的には図２に示すものと同様である。以下、図４を参照し
て簡単に説明する。
【００８７】
まず、基板１００上に導電層１０２を形成する（図４（Ａ）参照）。詳細については、先
の実施の形態を参酌できる。
【００８８】
次に、導電層１０２を覆うように、結晶領域１０６を含む酸化物半導体層１０４を形成す
る（図４（Ｂ）参照）。酸化物半導体層１０４の形成方法は、先の実施の形態と同様であ
るが、本実施の形態における酸化物半導体層１０４は、導電層１０２の一部を覆う態様で
形成されている点において、先の実施の形態に係る酸化物半導体層１０４とは異なってい
る。
【００８９】
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本実施の形態における酸化物半導体層１０４は、先の実施の形態に示す方法などに従って
酸化物半導体層（結晶領域を含む）を成膜した後に、当該酸化物半導体層をパターニング
することで得ることができる。パターニングは、レジストマスクを用いたエッチング処理
によって行うことが可能である。エッチング処理は、ウェット処理としても良いし、ドラ
イ処理としても良いが、結晶領域が残存する態様で行うのが好適である。
【００９０】
次に、酸化物半導体層１０４上の、導電層１０２と重畳しない領域に、導電層１０８を形
成する（図４（Ｃ）参照）。詳細については、先の実施の形態を参酌できる。
【００９１】
次に、酸化物半導体層１０４および導電層１０８を覆うように、絶縁層１１０を形成する
（図４（Ｄ）参照）。絶縁層１１０の詳細についても、先の実施の形態を参酌できる。
【００９２】
その後、絶縁層１１０等を選択的に除去して、導電層１０２および導電層１０８に達する
開口を形成した後に、導電層１０８と電気的に接続する導電層１１２、導電層１０２と電
気的に接続する導電層１１４、および、導電層１１６を形成する（図４（Ｅ）参照）。詳
細については、先の実施の形態を参酌できる。
【００９３】
以上により、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと呼ばれる半導体装置を作製することができる
。本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いること
ができる。
【００９４】
（実施の形態３）
本実施の形態では、半導体装置およびその作製方法の別の一例について、図５および図６
を参照して説明する。なお、本実施の形態において説明する半導体装置は、多くの点で先
の実施の形態に係る半導体装置と共通している。このため、共通する部分については省略
し、主として相違点について説明する。
【００９５】
＜半導体装置の概略＞
図５には、半導体装置の構成の別の一例を示す。図５（Ａ）は断面図、図５（Ｂ）は平面
図に相当する。また、図５（Ａ）は、図５（Ｂ）のＡ－Ｂ線における断面に対応している
。
【００９６】
図５に示す半導体装置は、先の実施の形態に示す半導体装置における導電層１０２を、導
電層１０９に置き換えたものに相当する。すなわち、図５に示す半導体装置は、基板１０
０、ソース電極またはドレイン電極の一方として機能する導電層１０９、酸化物半導体層
１０４、酸化物半導体層１０４中の結晶領域１０６、ソース電極またはドレイン電極の他
方として機能する導電層１０８、ゲート絶縁層として機能する絶縁層１１０、導電層１０
８と電気的に接続される導電層１１２、導電層１０９と電気的に接続される導電層１１４
、ゲート電極として機能する導電層１１６、などを含む。
【００９７】
導電層１０９は、導電層１０８と同一の層で形成される。導電層１０２を導電層１０９に
置き換えたことにより、すべての導電層が酸化物半導体層１０４上に設けられることにな
る。また、これにより、酸化物半導体層１０４表面の平坦性が向上する。
【００９８】
当該構成を採用する場合には、先の実施の形態において示す半導体装置とは異なり、酸化
物半導体層１０４の表層部、すなわち、結晶領域１０６にのみキャリアが流れることにな
る。このため、結晶領域１０６の効果はより顕著なものとなる。
【００９９】
＜半導体装置の作製工程＞
作製工程は、導電層１０２を形成しない点、導電層１０８と同様のタイミングで導電層１
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０９を形成する点、を除き図２や図４に示すものと同様である。以下、図６を参照して簡
単に説明する。
【０１００】
まず、基板１００上に酸化物半導体層１０４を形成する（図６（Ａ）参照）。酸化物半導
体層１０４の形成等に関する詳細については、先の実施の形態を参酌できる。
【０１０１】
次に、酸化物半導体層１０４上に導電層１０８および導電層１０９を形成する（図６（Ｂ
）参照）。導電層１０９は導電層１０８と同様に形成することができる。ここで、導電層
１０８および導電層１０９は、分離された状態で形成する点に留意すべきである。導電層
１０８の形成等に関する詳細については、先の実施の形態を参酌できる。
【０１０２】
次に、酸化物半導体層１０４、導電層１０８、導電層１０９を覆うように、絶縁層１１０
を形成する（図６（Ｃ）参照）。絶縁層１１０の詳細についても、先の実施の形態を参酌
できる。
【０１０３】
その後、絶縁層１１０等を選択的に除去して、導電層１０８および導電層１０９に達する
開口を形成した後に、導電層１０８と電気的に接続する導電層１１２、導電層１０９と電
気的に接続する導電層１１４、および、導電層１１６を形成する（図６（Ｄ）参照）。詳
細については、先の実施の形態を参酌できる。
【０１０４】
以上により、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと呼ばれる半導体装置を作製することができる
。本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いること
ができる。
【０１０５】
（実施の形態４）
本実施の形態では、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと、薄膜トランジスタとを、同一の基板
上に同様の工程で作製する方法の一例について、図７および図８を参照して説明する。な
お、以下では、パワーＭＯＳＦＥＴとして、図１に示す半導体装置を形成する場合を例に
挙げて説明する。
【０１０６】
本実施の形態に示す半導体装置の作製工程は、図２に、薄膜トランジスタの作製工程が付
加されたものに相当する。つまり、基本的な作製工程は図２に示すものと同様である。な
お、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタとでは、要求される特性が異なるのが一般的
であり、その大きさなどは要求に応じて適宜設定することが望ましい。この点、図７およ
び図８においてはパワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタを同程度のスケールで示してい
るが、これは理解の容易のためであり、現実の大きさの関係を規定するものではない。
【０１０７】
まず、基板１００上に導電層１０２を形成する（図７（Ａ）参照）。詳細については、先
の実施の形態を参酌できる。
【０１０８】
次に、導電層１０２を覆うように、結晶領域１０６を含む酸化物半導体層１０４を形成す
ると共に、薄膜トランジスタの構成要素である、結晶領域２０６を含む酸化物半導体層２
０４を形成する（図７（Ｂ）参照）。酸化物半導体層１０４および酸化物半導体層２０４
は、先の実施の形態に示す方法などに従って酸化物半導体層（結晶領域を含む）を成膜し
た後に、当該酸化物半導体層をパターニングすることで得られる。パターニングは、レジ
ストマスクを用いたエッチング処理によって行うことが可能である。エッチング処理は、
ウェット処理としても良いし、ドライ処理としても良いが、酸化物半導体層の結晶領域が
残存するように行うのが好適である。
【０１０９】
次に、酸化物半導体層１０４上の、導電層１０２と重畳しない領域に導電層１０８を形成
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すると共に、酸化物半導体層２０４上に導電層２０８および導電層２０９を形成する（図
７（Ｃ）参照）。ここで、導電層２０８は薄膜トランジスタのソース電極またはドレイン
電極の一方として、導電層２０９は薄膜トランジスタのソース電極またはドレイン電極の
他方として機能する。導電層２０８および導電層２０９の作製工程は、導電層１０８の作
製工程と同様である。導電層１０８の作製工程の詳細は、先の実施の形態を参酌できる。
【０１１０】
次に、酸化物半導体層１０４、導電層１０８、酸化物半導体層２０４、導電層２０８、導
電層２０９を覆うように、絶縁層１１０を形成する（図８（Ａ）参照）。絶縁層１１０は
、薄膜トランジスタのゲート絶縁層としても機能する。絶縁層１１０の作製工程の詳細は
、先の実施の形態を参酌できる。
【０１１１】
その後、絶縁層１１０等を選択的に除去して、導電層１０２、導電層１０８、導電層２０
８、導電層２０９に達する開口を形成した後に、導電層１０８と電気的に接続する導電層
１１２、導電層１０２と電気的に接続する導電層１１４、導電層１１６、導電層２０８と
電気的に接続する導電層２１２、導電層２０９と電気的に接続する導電層２１４、導電層
２１６、を形成する（図８（Ｂ）参照）。導電層２１２、導電層２１４、導電層２１６の
作製工程は、導電層１１２、導電層１１４、導電層１１６の作製工程と同様である。詳細
については、先の実施の形態を参酌できる。
【０１１２】
以上により、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタを、同一の基板上に同様の工程で作
製することができる。
【０１１３】
本実施の形態に示す方法などによって、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタを、同一
の基板上に同様の工程で作製することができる。これにより、各種集積回路と、電力用回
路とを同一基板上に形成することが可能である。
【０１１４】
なお、本実施の形態では、パワーＭＯＳＦＥＴの酸化物半導体層１０４と、薄膜トランジ
スタの酸化物半導体層２０４とを、同一の工程で形成する場合を示したが、パワーＭＯＳ
ＦＥＴと薄膜トランジスタとでは酸化物半導体層の厚さへの要求が異なる場合がある。こ
のため、酸化物半導体層１０４と酸化物半導体層２０４とは、異なる工程で作り分けても
良い。具体的には、酸化物半導体層の作製工程を二段階に分け、第１段階において酸化物
半導体層１０４または酸化物半導体層２０４の一方を作製し、第２段階において酸化物半
導体層１０４または酸化物半導体層２０４の他方を作製する方法や、厚い酸化物半導体層
をエッチング処理などで選択的に薄くして、酸化物半導体層１０４と酸化物半導体層２０
４とを作製する方法、などがある。
【０１１５】
絶縁層１１０に関しても同様のことがいえ、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタとで
その厚さが異なるように作り分けても良い。具体的には、絶縁層の作製工程を二段階に分
け、第１段階において酸化物半導体層１０４上の絶縁層または酸化物半導体層２０４上の
絶縁層の一方を作製し、第２段階において酸化物半導体層１０４上の絶縁層または酸化物
半導体層２０４上の絶縁層の他方を作製する方法や、厚い絶縁層をエッチング処理などで
選択的に薄くして、酸化物半導体層１０４上の絶縁層と酸化物半導体層２０４上の絶縁層
とを作製する方法、などがある。
【０１１６】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることが
できる。
【０１１７】
（実施の形態５）
本実施の形態では、開示する発明に係る半導体装置を用いた回路の一例について、図９お
よび図１０を参照して説明する。なお、以下では、電力用回路（電力変換用回路など）の
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一例であるＤＣ－ＤＣコンバータについて説明する。
【０１１８】
ＤＣ－ＤＣコンバータは、直流電圧を、異なる直流電圧に変換する回路である。ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータの変換方式としては、リニア方式やスイッチング方式が代表的であるが、ス
イッチング方式のＤＣ－ＤＣコンバータは変換効率に優れるため、電子機器の省電力化を
行う際に用いると好適である。ここでは、スイッチング方式、特にチョッパ方式のＤＣ－
ＤＣコンバータについて説明する。
【０１１９】
図９に示すＤＣ－ＤＣコンバータは、電源３００、リファレンス電圧生成回路３０２、リ
ファレンス電流生成回路３０４、エラーアンプ３０６、ＰＷＭバッファ３０８、三角波生
成回路３１０、コイル３１２、パワーＭＯＳＦＥＴ３１４、ダイオード３１６、コンデン
サ３１８、抵抗３２０、抵抗３２２などを含む。なお、ここでは、パワーＭＯＳＦＥＴ３
１４として、ｎ型のパワーＭＯＳＦＥＴを用いる。
【０１２０】
リファレンス電圧生成回路３０２は、各種リファレンス電圧（Ｖｒｅｆ）を生成する。ま
た、リファレンス電流生成回路３０４は、リファレンス電圧生成回路３０２で生成された
リファレンス電圧（Ｖｒｅｆ）を利用して、リファレンス電流（Ｉｒｅｆ）やバイアス電
流を生成する。
【０１２１】
エラーアンプ３０６は、リファレンス電圧生成回路３０２からのリファレンス電圧（Ｖｒ

ｅｆ）とフィードバック電圧（ＶＦＢ）の差を積分して、ＰＷＭバッファ３０８に出力す
る。三角波生成回路３１０は、リファレンス電圧（Ｖｒｅｆ）およびリファレンス電流（
Ｉｒｅｆ）から三角波を生成して、ＰＷＭバッファ３０８に出力する。
【０１２２】
ＰＷＭバッファ３０８は、エラーアンプ３０６からの出力と、三角波生成回路３１０から
の三角波とを比較して、パルス信号をパワーＭＯＳＦＥＴ３１４に出力する。
【０１２３】
ＰＷＭバッファ３０８からのパルス信号が高電位の場合には、ｎ型のパワーＭＯＳＦＥＴ
３１４はオン状態となり、ダイオード３１６の入力側の電位は接地電位（低電位）となる
。このため、パルス信号が高電位の期間においては、出力電圧（ＶＯＵＴ）は徐々に減少
する。
【０１２４】
一方、ＰＷＭバッファ３０８からのパルス信号が低電位の場合には、ｎ型のパワーＭＯＳ
ＦＥＴ３１４はオフ状態となり、ダイオード３１６の入力側の電位は上昇する。このため
、パルス信号が低電位の期間において、出力電圧（ＶＯＵＴ）は徐々に増大する。
【０１２５】
ＰＷＭバッファ３０８からのパルス信号に起因する上記出力電圧（ＶＯＵＴ）の変化はご
く僅かなものであるから、ＤＣ－ＤＣコンバータを採用することで、出力電圧を略一定に
保つことができる。
【０１２６】
なお、上記ＤＣ－ＤＣコンバータにおいて、コイル３１２は、パワーＭＯＳＦＥＴ３１４
のスイッチングに起因する電流の変化を緩和するために設けられている。また、コンデン
サ３１８は、出力電圧（ＶＯＵＴ）の急激な変動を抑制するために設けられている。さら
に、抵抗３２０および抵抗３２２は、出力電圧（ＶＯＵＴ）からフィードバック電圧（Ｖ

ＦＢ）を生成するために設けられている。
【０１２７】
図１０には、ＤＣ－ＤＣコンバータを構成する回路の出力波形の一例を示す。
【０１２８】
図１０（Ａ）には、三角波生成回路３１０から出力される三角波３５０を、図１０（Ｂ）
には、エラーアンプ３０６からの出力波形３５２を、それぞれ示す。
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【０１２９】
図１０（Ｃ）には、ＰＷＭバッファ３０８で生成されるパルス信号３５４を示す。三角波
３５０および出力波形３５２がＰＷＭバッファ３０８に入力されると、ＰＷＭバッファ３
０８はこれらを比較して、パルス信号３５４を生成する。そして、当該パルス信号３５４
はパワーＭＯＳＦＥＴ３１４に出力され、出力電圧（ＶＯＵＴ）が決定される。
【０１３０】
以上に示したように、開示する発明に係るパワーＭＯＳＦＥＴをＤＣ－ＤＣコンバータに
適用することが可能である。開示する発明に係るパワーＭＯＳＦＥＴは耐圧が高く、これ
を用いたＤＣ－ＤＣコンバータの信頼性を高めることができる。また、開示する発明に係
るパワーＭＯＳＦＥＴは製造コストが抑制されているため、これを用いたＤＣ－ＤＣコン
バータの製造コストも抑制される。このように、開示する発明に係る半導体装置を電子回
路に用いることで、信頼性の向上、製造コストの低減などのメリットを享受できる。
【０１３１】
なお、本実施の形態において示したＤＣ－ＤＣコンバータは、開示する発明の半導体装置
を用いた電力用回路の一例に過ぎず、開示する発明の半導体装置をその他の回路に用いる
ことは、当然に可能である。本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適
宜組み合わせて用いることができる。
【０１３２】
（実施の形態６）
本実施の形態では、開示する発明の半導体装置を用いて構成されるインバータを備えた太
陽光発電システムの一例について、図１１を参照して説明する。なお、ここでは、住宅等
に設置される太陽光発電システムの構成の一例について示す。
【０１３３】
図１１に示す住宅用の太陽光発電システムは、太陽光発電の状況に応じて、電力の供給方
式を変更するシステムである。例えば、晴天時など太陽光発電が行われる状況においては
、太陽光発電により生じた電力を家庭内で消費し、また、余剰電力は電力会社からの配電
線４１４に供給する。一方、太陽光発電による電力が不足する夜間や雨天時には、配電線
４１４から電気の供給を受けて、それを家庭内で消費する。
【０１３４】
図１１に示す住宅用の太陽光発電システムは、太陽光を電力（直流）に変換する太陽電池
パネル４００や、その電力を直流から交流に変換するインバータ４０４などを含む。イン
バータ４０４から出力される交流電力は、各種の電気器具４１０を動作させる電力として
使用される。
【０１３５】
余分な電力は、配電線４１４を通じて家庭外に供給される。すなわち、当該システムを利
用して電力の売却が可能である。直流開閉器４０２は、太陽電池パネル４００とインバー
タ４０４との接続または遮断を選択するために設けられている。また、交流開閉器４０８
は、配電線４１４と接続されるトランス４１２と、分電盤４０６との接続または遮断を選
択するために設けられている。
【０１３６】
上記のインバータに、開示する発明の半導体装置を適用することで、信頼性が高く、安価
な太陽光発電システムを実現することができる。
【０１３７】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることが
できる。
【０１３８】
（実施の形態７）
本実施の形態では、半導体装置としてのトランジスタ（特に、薄膜トランジスタ）および
その作製方法の一例について、図１２および図１３を用いて説明する。なお、以下におい
て説明する半導体装置は、表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層を用い、二つの導電
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層を用いて電流を制御する、新たな構造の半導体装置である。
【０１３９】
はじめに、基板５００上に導電層５０２を成膜し（図１２（Ａ）参照）、導電層５０２上
に選択的にレジストマスク５０４を形成した後、該レジストマスク５０４を用いて導電層
５０２を選択的にエッチングすることで、導電層５０６を形成する（図１２（Ｂ）参照）
。そして、レジストマスク５０４を除去した後に、導電層５０６を覆うように絶縁層５０
８を形成する（図１２（Ｃ）参照）。ここで、導電層５０６は、酸化物半導体層中の電界
を制御する役割を有する。また、導電層５０６は、トランジスタの動作に悪影響を与える
外部電界を遮蔽する役割を有する。上記要素を構成する材料、作製方法などについては、
先の実施の形態（例えば、実施の形態１乃至実施の形態３等）を参酌できる。
【０１４０】
なお、上記では、導電層５０２の選択的エッチングによって導電層５０６を形成する例に
ついて説明しているが、導電層５０６は基板上の全面に形成してもよい。または、酸化物
半導体層の下部全面に形成されても良い。
【０１４１】
次に、絶縁層５０８上に酸化物半導体層５１０を成膜し（図１２（Ｄ）参照）、酸化物半
導体層５１０上に選択的にレジストマスク５１２を形成した後、該レジストマスク５１２
を用いて酸化物半導体層５１０を選択的にエッチングすることで、酸化物半導体層５１４
を形成する（図１２（Ｅ）参照）。なお、酸化物半導体層５１４を形成した後には、レジ
ストマスク５１２は除去する。酸化物半導体層の詳細については、先の実施の形態を参酌
できる。また、その他の要素の詳細についても先の実施の形態を参酌できる。酸化物半導
体層５１０の厚さは、目的とする特性に応じて適宜設定することができるが、薄膜トラン
ジスタの用途に用いる場合には、例えば、２０ｎｍ乃至２μｍ程度とするのが好適である
。
【０１４２】
次に、酸化物半導体層５１４を覆うように導電層５１６を成膜し（図１２（Ｆ）参照）、
導電層５１６上に選択的にレジストマスク５１８およびレジストマスク５２０を形成した
後、該レジストマスクを用いて導電層５１６を選択的にエッチングして、ソース電極また
はドレイン電極の一方として機能する導電層５２２およびソース電極またはドレイン電極
の他方として機能する導電層５２４を形成する（図１３（Ａ）参照）。なお、導電層５２
２および導電層５２４を形成した後には、レジストマスク５１８およびレジストマスク５
２０は除去する。上記要素の詳細については、先の実施の形態を参照できる。
【０１４３】
次に、酸化物半導体層５１４、導電層５２２、導電層５２４を覆うように、ゲート絶縁層
として機能する絶縁層５２６を形成する（図１３（Ｂ）参照）。そして、絶縁層５２６上
に導電層５２８を成膜し（図１３（Ｃ）参照）、導電層５２８上に選択的にレジストマス
ク５３０を形成した後、該レジストマスク５３０を用いて導電層５２８を選択的にエッチ
ングすることで、ゲート電極として機能する導電層５３２を形成する（図１３（Ｄ）参照
）。なお、導電層５３２を形成した後には、レジストマスク５３０は除去する。上記要素
の詳細については、先の実施の形態を参照できる。
【０１４４】
以上により、基板５００上の導電層５０６と、導電層５０６を覆う絶縁層５０８と、絶縁
層５０８上の、導電層５０６の一部と重畳し表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層５
１４と、酸化物半導体層５１４に接する導電層５２２および導電層５２４と、酸化物半導
体層５１４、導電層５２２、および導電層５２４を覆う絶縁層５２６と、絶縁層５２６上
の、酸化物半導体層５１４の一部と重畳する導電層５３２と、を有するトランジスタ５５
０が提供される（図１３（Ｅ）参照）。なお、トランジスタ５５０は、表層部に結晶領域
を有する酸化物半導体層を用い、二つの導電層を用いて電流を制御する点において新規な
半導体装置ということができる。
【０１４５】
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本実施の形態において示すように、先の実施の形態において示した酸化物半導体膜を用い
て半導体装置を作製することにより、酸化物半導体層中への不純物（例えば水素（水を含
む）など）の取り込みを抑制することが可能である。このため、半導体装置の信頼性を向
上させることができる。
【０１４６】
また、先の実施の形態において示した酸化物半導体膜を用いて半導体装置を作製すること
により、良好な電気特性の半導体装置を提供することが可能である。
【０１４７】
また、いわゆるゲート電極として機能する導電層とは別に、酸化物半導体層の下部に導電
層を有する構成を採用することで、外部の電界を遮蔽し、半導体装置における外部電界の
影響を緩和することができる。これにより、酸化物半導体層の基板側に電荷が蓄積される
ことに起因する寄生チャネルの発生や、しきい値電圧の変動を防ぐことができる。
【０１４８】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み
合わせて用いることができる。
【０１４９】
（実施の形態８）
本実施の形態では、半導体装置としてのトランジスタおよびその作製方法の別の一例につ
いて、図１４および図１５を用いて説明する。
【０１５０】
はじめに、基板６００上に導電層６０２を成膜し（図１４（Ａ）参照）、導電層６０２上
に選択的にレジストマスク６０４を形成した後、該レジストマスク６０４を用いて導電層
６０２を選択的にエッチングすることで、導電層６０６を形成する（図１４（Ｂ）参照）
。そして、レジストマスク６０４を除去した後に、導電層６０６を覆うように絶縁層６０
８を形成する（図１４（Ｃ）参照）。ここで、導電層６０６は、酸化物半導体層中の電界
を制御する役割を有する。また、導電層６０６は、トランジスタの動作に悪影響を与える
外部電界を遮蔽する役割を有する。上記要素を構成する材料、作製方法などについては、
先の実施の形態（例えば、実施の形態１乃至実施の形態３等）を参酌できる。
【０１５１】
なお、上記では、導電層６０２の選択的エッチングによって導電層６０６を形成する例に
ついて説明しているが、導電層６０６は基板上の全面に形成してもよい。または、酸化物
半導体層の下部全面に形成されても良い。
【０１５２】
次に、絶縁層６０８上に導電層６１０を成膜し（図１４（Ｄ）参照）、導電層６１０上に
選択的にレジストマスク６１２およびレジストマスク６１４を形成した後、該レジストマ
スクを用いて導電層６１０を選択的にエッチングして、ソース電極またはドレイン電極の
一方として機能する導電層６１６およびソース電極またはドレイン電極の他方として機能
する導電層６１８を形成する（図１４（Ｅ）参照）。なお、導電層６１６および導電層６
１８を形成した後には、レジストマスク６１２およびレジストマスク６１４は除去する。
上記要素の詳細については、先の実施の形態を参照できる。
【０１５３】
次に、導電層６１６および導電層６１８を覆うように酸化物半導体層６２０を形成し（図
１４（Ｆ）参照）、酸化物半導体層６２０上に選択的にレジストマスク６２２を形成した
後、該レジストマスク６２２を用いて酸化物半導体層６２０を選択的にエッチングするこ
とで、酸化物半導体層６２４を形成する（図１５（Ａ）参照）。なお、酸化物半導体層６
２４を形成した後には、レジストマスク６２２は除去する。酸化物半導体層の詳細につい
ては、先の実施の形態を参酌できる。また、その他の要素の詳細についても先の実施の形
態を参酌できる。酸化物半導体層６２０の厚さは、目的とする特性に応じて適宜設定する
ことができるが、薄膜トランジスタの用途に用いる場合には、例えば、２０ｎｍ乃至２μ
ｍ程度とするのが好適である。
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【０１５４】
次に、導電層６１６、導電層６１８、酸化物半導体層６２４を覆うように、ゲート絶縁層
として機能する絶縁層６２６を形成する（図１５（Ｂ）参照）。そして、絶縁層６２６上
に導電層６２８を成膜し（図１５（Ｃ）参照）、導電層６２８上に選択的にレジストマス
ク６３０を形成した後、該レジストマスク６３０を用いて導電層６２８を選択的にエッチ
ングすることで、ゲート電極として機能する導電層６３２を形成する（図１５（Ｄ）参照
）。なお、導電層６３２を形成した後には、レジストマスク６３０は除去する。上記要素
の詳細については、先の実施の形態を参照できる。
【０１５５】
以上により、基板６００上の導電層６０６と、導電層６０６を覆う絶縁層６０８と、絶縁
層６０８上の、導電層６０６の一部と重畳し表層部に結晶領域を有する酸化物半導体層６
２４と、酸化物半導体層６２４に接する導電層６１６および導電層６１８と、酸化物半導
体層６２４、導電層６１６、および導電層６１８を覆う絶縁層６２６と、絶縁層６２６上
の、酸化物半導体層６２４の一部と重畳する導電層６３２と、を有するトランジスタ６５
０が提供される（図１５（Ｅ）参照）。なお、トランジスタ６５０は、表層部に結晶領域
を有する酸化物半導体層を用い、二つの導電層を用いて電流を制御する点において新規な
半導体装置ということができる。
【０１５６】
本実施の形態において示すように、先の実施の形態において示した酸化物半導体膜を用い
て半導体装置を作製することにより、酸化物半導体層中への不純物（例えば水素（水を含
む）など）の取り込みを抑制することが可能である。このため、半導体装置の信頼性を向
上させることができる。
【０１５７】
また、先の実施の形態において示した酸化物半導体膜を用いて半導体装置を作製すること
により、良好な電気特性の半導体装置を提供することが可能である。
【０１５８】
また、いわゆるゲート電極として機能する導電層とは別に、酸化物半導体層の下部に導電
層を有する構成を採用することで、外部の電界を遮蔽し、半導体装置における外部電界の
影響を緩和することができる。これにより、酸化物半導体層の基板側に電荷が蓄積される
ことに起因する寄生チャネルの発生や、しきい値電圧の変動を防ぐことができる。
【０１５９】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み
合わせて用いることができる。
【０１６０】
（実施の形態９）
本実施の形態では、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと、薄膜トランジスタとを、同一の基板
上に同様の工程で作製する方法の別の一例について、図１６および図１７を参照して説明
する。なお、本実施の形態における半導体装置の作製工程は、多くの部分で先の実施の形
態と共通しているから、以下においては、重複する部分の説明は省略する。
【０１６１】
なお、本実施の形態に示す半導体装置の作製工程は、酸化物半導体層の下部に、酸化物半
導体層中の電界を制御する導電層を形成する点で、先の実施の形態に示した半導体装置の
作製工程とは異なる。
【０１６２】
まず、基板１００上に導電層１０２を形成すると共に、薄膜トランジスタの構成要素であ
る導電層２０２を形成し、その後、導電層２０２を覆う絶縁層２０３を形成する（図１６
（Ａ）参照）。詳細については、先の実施の形態（例えば、実施の形態４など）を参酌で
きる。なお、導電層２０２は、導電層１０２と同様の工程で形成されるものであり、酸化
物半導体層中の電界を制御する役割を有する。なお、導電層１０２は絶縁層２０３に覆わ
れていないことが好適であるが、このような絶縁層２０３は、基板１００上に絶縁層を形
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成した後のパターニングなどの方法によって形成することができる。
【０１６３】
次に、導電層１０２を覆うように、結晶領域１０６を含む酸化物半導体層１０４を形成す
ると共に、絶縁層２０３上に結晶領域２０６を含む酸化物半導体層２０４を形成する（図
１６（Ｂ）参照）。そして、酸化物半導体層１０４上の導電層１０２と重畳しない領域に
導電層１０８を形成すると共に、酸化物半導体層２０４上に導電層２０８および導電層２
０９を形成する（図１６（Ｃ）参照）。詳細については、先の実施の形態を参酌できる。
【０１６４】
以下の工程は、先の実施の形態（例えば、実施の形態４など）と同様である。すなわち、
酸化物半導体層１０４、導電層１０８、酸化物半導体層２０４、導電層２０８、導電層２
０９を覆うように、絶縁層１１０を形成し（図１７（Ａ）参照）、絶縁層１１０等を選択
的に除去して、導電層１０２、導電層１０８、導電層２０２、導電層２０８、導電層２０
９などに達する開口を形成した後に、導電層１０８と電気的に接続する導電層１１２、導
電層１０２と電気的に接続する導電層１１４、導電層１１６、導電層２０２と電気的に接
続する導電層（図示せず）、導電層２０８と電気的に接続する導電層２１２、導電層２０
９と電気的に接続する導電層２１４、導電層２１６、などを形成する（図１７（Ｂ）参照
）。なお、導電層２０２と導電層２１６とは、電気的に接続していても良いが、電界を制
御するためには、電気的に接続している必要はない。例えば、導電層２０２の電位として
は、フローティング電位、固定電位、導電層２１６とは異なる態様で変動する電位、のい
ずれを採用することも可能である。
【０１６５】
以上により、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタを、同一の基板上に同様の工程で作
製することができる。
【０１６６】
本実施の形態に示すように、いわゆるゲート電極として機能する導電層とは別に、酸化物
半導体層の下部に導電層を有する構成を採用することで、外部の電界を遮蔽し、半導体装
置における外部電界の影響を緩和することができる。これにより、酸化物半導体層の基板
側に電荷が蓄積されることに起因する寄生チャネルの発生や、しきい値電圧の変動を防ぐ
ことができる。
【０１６７】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることが
できる。
【０１６８】
（実施の形態１０）
本実施の形態では、いわゆるパワーＭＯＳＦＥＴと、薄膜トランジスタとを、同一の基板
上に同様の工程で作製する方法の別の一例について、図１８および図１９を参照して説明
する。なお、本実施の形態における半導体装置の作製工程は、多くの部分で先の実施の形
態と共通しているから、以下においては、重複する部分の説明は省略する。
【０１６９】
なお、本実施の形態に示す半導体装置の作製工程は、パワーＭＯＳＦＥＴに係る酸化物半
導体層の下部にも電界を制御する導電層を形成する点で、先の実施の形態に示した半導体
装置の作製工程とは異なる。
【０１７０】
まず、基板１００上に導電層１０２および導電層１０３を形成すると共に、薄膜トランジ
スタの構成要素である導電層２０２を形成し、その後、導電層１０３および導電層２０２
を覆う絶縁層２０３を形成する（図１８（Ａ）参照）。詳細については、先の実施の形態
（例えば、実施の形態４など）を参酌できる。なお、導電層１０３および導電層２０２は
、導電層１０２と同様の工程で形成されるものであり、酸化物半導体層中の電界を制御す
る役割を有する。なお、導電層１０２は絶縁層２０３に覆われていないことが好適である
が、このような絶縁層２０３は、基板１００上に絶縁層を成膜した後のパターニングなど
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の方法によって形成することができる。
【０１７１】
次に、導電層１０２および絶縁層２０３を覆うように、結晶領域１０６を含む酸化物半導
体層１０４を形成すると共に、絶縁層２０３上に結晶領域２０６を含む酸化物半導体層２
０４を形成し（図１８（Ｂ）参照）、酸化物半導体層１０４上の導電層１０２と重畳しな
い領域に導電層１０８を形成すると共に、酸化物半導体層２０４上に導電層２０８および
導電層２０９を形成する（図１８（Ｃ）参照）。詳細については、先の実施の形態（例え
ば、実施の形態４など）を参酌できる。
【０１７２】
以下の工程は、先の実施の形態（例えば、実施の形態４、実施の形態９など）と同様であ
る。すなわち、酸化物半導体層１０４、導電層１０８、酸化物半導体層２０４、導電層２
０８、導電層２０９を覆うように、絶縁層１１０を形成し（図１９（Ａ）参照）、絶縁層
１１０等を選択的に除去して、導電層１０２、導電層１０３、導電層１０８、導電層２０
２、導電層２０８、導電層２０９などに達する開口を形成した後に、導電層１０８と電気
的に接続する導電層１１２、導電層１０２と電気的に接続する導電層１１４、導電層１０
３と電気的に接続する導電層（図示せず）、導電層１１６、導電層２０２と電気的に接続
する導電層（図示せず）、導電層２０８と電気的に接続する導電層２１２、導電層２０９
と電気的に接続する導電層２１４、導電層２１６、などを形成する（図１９（Ｂ）参照）
。なお、導電層１０３と導電層１１６、または、導電層２０２と導電層２１６は、電気的
に接続していても良いが、電界を制御するためには、電気的に接続している必要はない。
例えば、導電層１０３や導電層２０２の電位としては、フローティング電位、固定電位、
導電層１１６や導電層２１６とは異なる態様で変動する電位、のいずれを採用することも
可能である。
【０１７３】
以上により、パワーＭＯＳＦＥＴと薄膜トランジスタを、同一の基板上に同様の工程で作
製することができる。
【０１７４】
本実施の形態に示すように、いわゆるゲート電極として機能する導電層とは別に、酸化物
半導体層の下部に導電層を有する構成を採用することで、外部の電界を遮蔽し、半導体装
置における外部電界の影響を緩和することができる。これにより、酸化物半導体層の基板
側に電荷が蓄積されることに起因する寄生チャネルの発生や、しきい値電圧の変動を防ぐ
ことができる。
【０１７５】
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることが
できる。
【符号の説明】
【０１７６】
１００　　基板
１０２　　導電層
１０３　　導電層
１０４　　酸化物半導体層
１０６　　結晶領域
１０８　　導電層
１０９　　導電層
１１０　　絶縁層
１１２　　導電層
１１４　　導電層
１１６　　導電層
２０２　　導電層
２０３　　絶縁層
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２０４　　酸化物半導体層
２０６　　結晶領域
２０８　　導電層
２０９　　導電層
２１２　　導電層
２１４　　導電層
２１６　　導電層
３００　　電源
３０２　　リファレンス電圧生成回路
３０４　　リファレンス電流生成回路
３０６　　エラーアンプ
３０８　　ＰＷＭバッファ
３１０　　三角波生成回路
３１２　　コイル
３１４　　パワーＭＯＳＦＥＴ
３１６　　ダイオード
３１８　　コンデンサ
３２０　　抵抗
３２２　　抵抗
３５０　　三角波
３５２　　出力波形
３５４　　パルス信号
４００　　太陽電池パネル
４０２　　直流開閉器
４０４　　インバータ
４０６　　分電盤
４０８　　交流開閉器
４１０　　電気器具
４１２　　トランス
４１４　　配電線
５００　　基板
５０２　　導電層
５０４　　レジストマスク
５０６　　導電層
５０８　　絶縁層
５１０　　酸化物半導体層
５１２　　レジストマスク
５１４　　酸化物半導体層
５１６　　導電層
５１８　　レジストマスク
５２０　　レジストマスク
５２２　　導電層
５２４　　導電層
５２６　　絶縁層
５２８　　導電層
５３０　　レジストマスク
５３２　　導電層
５５０　　トランジスタ
６００　　基板
６０２　　導電層
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６０４　　レジストマスク
６０６　　導電層
６０８　　絶縁層
６１０　　導電層
６１２　　レジストマスク
６１４　　レジストマスク
６１６　　導電層
６１８　　導電層
６２０　　酸化物半導体層
６２２　　レジストマスク
６２４　　酸化物半導体層
６２６　　絶縁層
６２８　　導電層
６３０　　レジストマスク
６３２　　導電層
６５０　　トランジスタ

【図１】 【図２】
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